
 

 

 

 

 

 

 

残業80時間で立入り調査へ！ 政府の長時間
労働抑制対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「残業 80 時間」で⽴⼊り調査の対象に
政府は、労働基準監督官による⽴⼊り調査について、1 カ⽉の残業時間の基準の引下げ（100
時間→80 時間）を検討していることを明らかにし、新聞でも⼤きく報じられました。 
⻑時間労働に⻭⽌めをかけるため指導を強化し、⼦育て中の⼥性や⾼齢者が働きやすい環
境を整えることがねらいで、対象者は 300 万⼈（2.7 倍）に拡⼤することが予想されてい
ます。 
なお、法改正による規制強化などは⾒送る⽅向のようです。 
 
◆「過重労働撲滅対策班＝かとく」を省内に設置 
また、厚⽣労働省は違法な⻑時間労働に対する監督指導を強化するため、4 ⽉ 1 ⽇に全国
の労働局との調整を⾏う「過重労働撲滅特別対策班」（かとく）を省内に設けました。 
さらに、「過重労働特別監督監理官」を全国 47 の労働局に 1 ⼈ずつ配置し、態勢を強化
しています。 
同省は、労働基準監督官が不⾜していることから「悪質性、違法性の⾼い所を優先して監
督指導を⾏う」⽅針のようです。 
 
◆⻑時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果 
平成 27 年 4 ⽉から 12 ⽉までに 8,530 事業場に対して実施した、⻑時間労働が疑われる
事業場（⽉ 100 時間超の残業が疑われるもしくは過労死に関する労災請求があった事業場）
に対する労働基準監督署による監督指導の実施結果が取りまとめられ、この結果、監督指
導を⾏った 8,530 事業場のうち、半数を超える 4,790 事業場で違法な時間外労働が確認さ
れたため、是正・改善に向けた指導が⾏われました。 
なお、このうち実際に⽉ 100 時間を超える残業が認められた事業場は、2,860 事業場
（59.7％）でした。 
 
◆⻑時間労働のない職場づくりへ 
近年、職場では過労死防⽌や⼥性の活躍推進に向けた⻑時間労働の是正、そして柔軟な働
き⽅が求められていますが、⼩売業など⼈⼿不⾜から⻑時間労働が常態化している業種は
深刻な悩みとなっています。 
また、上記のように 1 カ⽉の残業時間の基準の引下げが⾏われることによって、より⼀層
注意して労働時間を適正に管理していかなければならなくなります 
企業にとっては今後も引き続き、⻑時間労働を減らすための体制作りや規定の⾒直しが必
須と⾔えるでしょう。 
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「通勤手当の非課税限度額引上げ」で必要となる手続き 

 

◆「10 万円」から「15 万円」に 
平成 28 年度の税制改正で通勤⼿当の⾮課税限度額の上限額が「10 万円」から「15
万円」に引き上げられ、4 ⽉から施⾏されました。 
今回の改正で新たに⾮課税の対象となるケース（従業員）はそれほど多くはないと
思いますが、いくつか注意が必要な点がありますのでご紹介いたします。 
 
◆年末調整で精算が必要 
従業員に⽀給する通勤⼿当について課税されない⾦額は今⽉から「15 万円」となり
ました。 
⾮課税規定（以下「規定」という）が「平成 28 年 1 ⽉ 1 ⽇以後に⽀払われるべき
通勤⼿当」について適⽤されることとなったため、改正前の規定を適⽤して源泉徴
収（所得税および復興特別所得税）を⾏っていたために結果的に過納となってしま
った税額を年末調整の際に精算する必要が出てきます。 
なお、以下の通勤⼿当については、改正後の規定は適⽤されません。 
（1）平成 27 年 12 ⽉ 31 ⽇以前に⽀払われたもの 
（2）平成 27 年 12 ⽉ 31 ⽇以前に⽀払われるべき通勤⼿当で、平成 28 年 1 ⽉ 1
⽇以後に⽀払われるもの 
（3）（1）または（2）の通勤⼿当の差額として追加⽀給されるもの 
 
◆課税済みの通勤⼿当の精算⽅法 
上記の通り、すでに⽀払われた通勤⼿当については改正前の規定により源泉徴収が
⾏われていますが、改正後の規定を適⽤した場合に過納となる税額については今年
の年末調整で精算する必要があります。 
具体的な⼿続きは次の通りです。 
（1）すでに源泉徴収を⾏った通勤⼿当のうち、新たに⾮課税となった部分の⾦額を
計算する。 
（2）平成 28 年分の源泉徴収簿の「年末調整」欄の余⽩に「⾮課税となる通勤⼿当」
と表⽰し、（1）の計算根拠および今回の改正により新たに⾮課税となった部分の⾦
額を記⼊する。 
（3）源泉徴収簿の「年末調整」欄の「給料・⼿当等①」欄に、給料・⼿当等の総⽀
給⾦額の合計額から（2）の新たに⾮課税となった部分の⾦額を差し引いた後の⾦額
を記⼊する。 
（4）以上により、改正後の規定によって新たに⾮課税となった部分の⾦額が、本年
の給与総額から⼀括して差し引かれ、その差引後の給与の総額を基に年末調整を⾏
う。 
（5）給与所得の源泉徴収票の「⽀払⾦額」欄は、通勤⼿当のうち⾮課税となる部分
の⾦額を除いて記⼊する。 
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４月から「雇用・労働」「社会保険」は

こう変わる！ 

 
 ◆雇⽤保険料率が引下げに 
雇⽤保険料率（失業等給付）は、労働者負担・事業主負担とも 1／1000 ずつ引き下
げられました。また、雇⽤保険⼆事業の保険料率も 0.5／1000 引き下げられました。 
これにより、⼀般の事業の雇⽤保険料率は 11／1000（労働者負担 4／1000＋事業
主負担 7／1000）となります（平成 27 年度は 13.5／1000）。 
 
◆障害者に対する差別が禁⽌されます 
すべての事業主を対象に、募集・採⽤、賃⾦の決定、教育訓練の実施、福利厚⽣施設
の利⽤その他の待遇について、障害者に対する差別が禁⽌されました。 
また、障害者⼀⼈ひとりの状態や職場の状況などに応じて合理的配慮の提供が求めら
れることとなりました（ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるとき
は、この限りではありません）。 
 
◆⼥性の活躍推進に向けた計画の策定・届出が必要に 
常時雇⽤する労働者の数が 301 ⼈以上の⼀般事業主は、⼥性の活躍推進に向けた⼀
般⾏動計画の策定・届出や情報公表等が義務付けられました。 
常時雇⽤する労働者の数が 300 ⼈以下の⼀般事業主は、努⼒義務となっています。 
 
◆介護（補償）給付の最⾼限度額および最低保障額が引上げに 
労災保険法に基づく介護（補償）給付の最⾼限度額及び最低保障額が次のように変更
となりました。 
・最⾼限度額：介護を要する程度による区分に応じて→⽉額 104,950 円（＋380 円）、
52,480 円（＋190 円） 
・最低保障額：介護を要する程度による区分に応じて→⽉額 57,030 円（＋240 円）、
28,520 円（＋120 円）。 
 
◆健康保険の標準報酬⽉額が変更されました 
健康保険の標準報酬⽉額の上限が、47 等級（121 万円）から 50 等級（標準報酬⽉
額 139 万円。報酬⽉額 1,355,000 円以上）に引き上げられました。 
併せて、標準賞与額の年間上限が 540 万円から 573 万円に引き上げらました。 
 
◆平成 28 年度の年⾦額は据え置き 
平成 28 年度の⽼齢基礎年⾦は、昨年度から据え置き、満額⽉ 65,008 円となります。 
平成 28 年度の国⺠年⾦保険料額は⽉ 16,260 円（平成 27 年度 15,590 円）です。 
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2 日 
○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 
○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月

～３月分＞［労働基準監督署］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職
業安定所］ 

 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵

便局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以
降に一括有期事業を開始している場合＞ 
［労働基準監督署］ 

   
31 日 
○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 
○ 自動車税の納付［都道府県］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職
業安定所］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

コンピューター社労士が御社を強力にサポート！！ 

■社会保険労務士法人澤 ■ 

http://sr-sawa.jp  TEL 0467-88-5968 

   代表社員  澤邑 重夫   社労士 倉内・松尾・蓮尾  スタッフ 高橋 
■アウトブレイン株式会社  ■ 

 http://out-brain.jp  TEL 0467-88-59９５ 

代表：澤邑ゆき  スタッフ：星・石原 
〒253-0053   茅ヶ崎市東海岸北 2-14-64


